
尾張旭市スポーツ施設利用における注意事項 
 

施設を利用する皆様に気持ちよく施設をご利用いただくため、以下の

注意事項を十分ご確認の上、ご利用くださいますようお願いいたします。 

 

【団体登録について】 

⑴ 利用登録は、１団体１つのみです。 

⑵ 登録できる方は、実際に競技をする方のみです。 

⑶ 登録及び更新時に虚偽の申請、実際の利用と異なる内容の記載があ

る場合は、登録を認めません。登録後に発覚した場合は、登録を取り

消します。 

※ 特に、家族での登録や大人と小さなお子様の混合チームなど、利

用日に実際の利用と大きく異なる団体は、虚偽の申請とみなし、確

認次第登録を取り消します。 

⑷ 登録、更新及び変更時に手続きの際には、本人確認書類を提示して

ください。 

※ 団体構成員であれば手続き可能です。窓口に来られた方の本人確

認書類を提示してください。 

⑸ 代表者、構成員等登録内容に変更が生じた場合は速やかに変更手続

きを行ってください。 

 

【施設利用について】 

⑴ 施設を利用される際は、必ず利用許可書を受付又は管理人に提示し

てください。 

※ 常駐する管理人が不在の施設においては、必ず利用許可書を携行

し、巡回する職員に提示を求められた際は、提示してください。 

⑵ 平子町仮設広場、平子北グランド、市民プール広場を利用される方

は、鍵の貸出の際に、利用許可書を提示してください。 

⑶ 利用許可書に記載された利用時間は、準備や片付けの時間を含みま

す。 

⑷ 施設を利用しないこととなった場合は、利用取消の手続きをしてく

ださい。 

※ 他の方が利用できるよう、早めの手続きをお願いいたします。 

⑸ 使用した備品等は、必ず元の場所に戻してください。 

⑹ 万一、施設や備品を破損した場合は、管理人又は健康都市・スポー

ツ課へ報告してください。 


